
申請から条例指定までの流れ 

 

 

相談日時について御予約いただき，チェック表に基づき指定基準（運営要件及 

び公益要件）を満たすかどうか確認していきます。 

 

 

      京都市と京都府両方の条例指定を申請する場合は，市・府合同で受け付けます。 

 

 

 

職員による申請書類の審査及び法人事務所での（会計処理や情報開示の状況等 

に係る）実地調査を行います。 

 

 

     学識経験者等で構成される審査委員会において，法人の特定非営利活動の内容 

等について（地域における公益性等の観点から）審査を行います。 

 

 

     法人の名称及び主たる事務所の所在地を明記した「寄附金規定条例案」を議会 

に提出します。 

 

 

     議会での審議を経て，申請法人への寄附金を「住民の福祉の増進に寄与する寄 

附金」として条例で定めます。 

 

 

     寄附金規定条例の施行日が条例指定日となります。指定日以降の法人への寄附 

金が個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。 

 

 

 

条例指定を受けると認定要件のうちＰＳＴ基準をクリアしたものとされます。 

京都市の条例指定の基準では，認定ＮＰＯ法人になるための要件のうち，ＰＳ

Ｔ基準以外の要件を満たすこととしています。そのため，条例指定ＮＰＯ法人に

なることで，認定ＮＰＯ法人の認定基準を満たすこととなり，円滑に認定ＮＰＯ

法人へ移行することができます。（条例指定と認定の実績判定期間が同じ場合） 

事前相談（事前予約制） 

申出書の提出 

書類審査及び実地審査 

審査委員会による審査 

議会への条例案の提出（2月，5月，9月，11月） 

議会での条例案の可決 

条例による個別指定 

認定ＮＰＯ法人の申請 


